
 
 
 
 

 学校を協働・共育の 
場とするために 

私たち、長崎県教職員組合（長崎県教
組）は、教育現場で働くさまざまな人たち
の労働条件の改善や、子どもたちの豊か
な学びを保障する教育実践にとりくんで
います。そして、学校現場の要望を集め
て、教育政策・行政運営に反映させるよう
努力しています。一人でも多くの「な 
かま」の「声」は、教育内容・労働
環境の改善、政策実現を後押しす
る大きな力となっています。 
 

教職員として成長 
していくために 

教職員は、学ぶ楽しさを実感できる授
業を創造し、子どもたちが平和で明るい
社会の主人公となれるよう、育んでいか
なければなりません。そのためには、教育
研究活動にとりくんだり、広い視野を持
って、社会に主体的に関わっていったり
する姿勢が必要です。教職員組合 
は、さまざまな情報を提供し、教
育の課題を示して、多くの仲間
と実践を交流し、高める場をつ
くります。 

生き生きと働き 
続けるために 

壁にぶつかったとき、一人で抱え込ん
でいても、なかなか解決しません。長い
教職生活では、教育実践の行き詰まり、
子ども・保護者・教職員とのトラブル、
また、子育て・介護・健康上の問題など
が、重くのしかかることもあります。教
職員組合は、困ったときの力強い 
味方です。仕事と健康のセーフ
ティネットとして、無理なく、長
く働き続けられるようサポート
します。 

教職員の生命と権利を守って、いきいきと働ける職場づく
りをめざします！ 
長崎県教職員組合 〒850-0052長崎県長崎市筑後町 2-1(2階)長崎県教育文化会館  TEL 095-822-5195  FAX 095-824-5354 E-mail ntunion@mxb.cncm.ne.jp 

長崎県教職員組合です 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  加 入 届 
長崎県教職員組合中央執行委員長  上原 貴之 様                            年  月  日 

私は長崎県教職員組合に加入します。 

■勤務校：       立            学校                                       ■所属総支部(長西･県北･三海･五島･玄海)        

■職種:                      ■任用:正規･臨時･会計年度･その他(          )                            

■名前
ふりがな

：                             ■生年
（ 西

月日
暦 ）

:     年  月  日       ■性自認:                         

■住所：〒                                                                     

■E-mail：                                        ■携帯番号：                 

※入手いたしました個人情報は、本人の同意なしに第三者へ提供することはありません。 

長 崎 県 教 職 員 組 合 で す 

～法に定められた職員団体～  

私たちは１人でも多くの教職員に組合へ入っ

ていただきたいと考えています。なぜなら、教育

委員会が行おうとする施策について改善等の意

見を申し入れることができるのは、法に定めら

れた教職員組合だけだからです。 

～管理職との関係による悩みなら～  
残念ながら、認識の正しくない管理職が、少

数ながら存在します。中には明らかなパワハ

ラ・セクハラ行為も報告されています。学校内

でなかなか言えなければ、秘密は守られます

ので、遠慮なく組合へご相談ください。解決に

向けて共にとりくんでいきましょう。 

～困ったことはご相談ください～  
人の悩みの９割は人間関係に因るといいます。子

どもとの向き合い方、授業の仕方、保護者の対応な

ど････悩んでいるけど、なかなか改善できないこと

はありませんか？そういう時は学校外の人に話を

聞いてもらうと、道が開けることもありますよ。 

組合員の情報に基づいて、行政に対して問題点を

指摘できるのも教職員組合だけです。 

～組合加入のメリット～  
組合には小学校・中学校・高校・特別支援学校

に勤務するあらゆる職種の方が在籍していま

す。同じ立場の人と集まったり、さまざまな立場

の人と交流したりしながら、学校教育について

話をすることができます。 

組合にはさまざまなタイプの人がいます。き

っと、あなたの課題に適切なアドバイスをくれ

る組合員が見つかると思います。 

～休暇制度、正しく知って活用しましょう～  
長崎県教職員組合は、毎年県教委と交渉を行って

います。休暇等の改善も交渉内容のひとつです。少し

ずつですが、働きやすくするために改善が行われて

います。最新情報を知りたい方は、組合が作成した

「権利手帳」をご覧ください。（職場の組合員にお尋

ねください） 

まず、教職員が健康であること。それが子どもたち

の豊かな学びにつながります。 

 

～異動について協議～  
親の介護、子どもの進学････家族のさまざま

な事情により、異動が難しくなることもありま

す。そんなときも組合にご相談ください。意向

調書や特殊事情の書き方、異動についての市町

教委及び県教育委員会との個別協議など、お手

伝いをさせていただきます。無理せず働くこと

ができる方法を一緒に考えましょう。 

 


